
【資料４－４】 

 

 シナリオ推計 ２ 

 

定着外国人増加シナリオ 

  
① 外国人受入れに係る我が国の最近の主な方針 

＜国の方針等＞ 

○ 「第 4 次出入国管理基本計画」（平成 22 年 3 月 法務省）において、「我が国社

会に活力をもたらす外国人の円滑な受入れ」がうたわれ、その中で、「高度人材

に対するポイント制を活用した優遇制度の導入」や「経済社会状況の変化に対応

した専門的・技術的分野の外国人の受入れの推進」などの項目が掲げられている。 

  中でも、特に高度の知識・技術等を有する高度人材については、「我が国経済

社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化等に大きく寄与するものと考

えられ、少子・高齢化に伴う人口減少社会の到来が本格化する中で、我が国が持

続的な経済成長を成し遂げていくため、このような我が国社会に活力をもたらす

高度人材の受入れを強力に推進していく必要がある。」としている。 

   ※ポイント制･･･各分野において、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとに点数化し、

ポイントの合計が一定点数に達した場合、出入国管理上の優遇措置を与えるもの。    

○ 「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 閣議決定）において、2020 年までに実現すべ

き成果目標として、「在留高度外国人材の倍増」、「質の高い外国人学生 30 万人の

受入れ」がうたわれている。 

 ○ 「日本再生の基本戦略」（平成 23 年 12 月 閣議決定）において、「経済連携の推

進と世界の成長力の取り込み」のための取組として、「ポイント制の早期実施に

よる高度人材の受入れ推進」が掲げられている。 

 ○ 平成 24 年 3 月 30 日、法務省は、高度人材に対するポイント制による優遇制度

に係る告示を制定。制度の開始は、平成 24 年 5 月 7 日。 

 

＜東京都の方針等（参考）＞ 

 ○ 「2020 年の東京」（平成 23 年 12 月 東京都）において、「アジアのヘッドクウォ

ータープロジェクト」がうたわれ、その中の外国企業誘致の取組の一環として、

「母国語で学べる学校の整備」や「ＥＰＡ看護師を活用した外国人向けベビーシ

ッターの確保」などが挙げられている。 
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② シナリオ設定（定着外国人がイギリス並みに増加するとするシナリオ） 

かつての移民制限政策から舵を切り、高度技能者を中心に積極的受入れ策に転じ、

我が国も導入を目指している「ポイント制」などを通じ、定着外国人を着実に増加

させてきたイギリスの事例を基に検討する。 
  《参考》   

・イギリスは我が国と同様、島国であり、統治形態も類似している。 
・我が国でのポイント制導入を巡る政府の議論の中では、イギリスの事例が参

考にされている。 
  ・フランスやドイツなどと違い、イギリス政府は元々、我が国と同様、移民受

入れには積極的ではなかった。 
 

【具体的推計手法】 

○ イギリスの定着外国人数（流入外国人数－流出外国人数）は 123.7 千人（2000
年）から 219.0 千人（2009 年）へと 9 年間で 1.77 倍（年平均約 6.6％増）にな

った。（INTERNATIONAL IMIGRATION OUTLOOK, OECD 2011） 

 
○ 特段の移民政策を行ってこなかった我が国では、2000～2009 年の定着外国人

数は一進一退で推移し、その平均は 101.1（千人）である。 

（千人）

(a)流入人口 (b)流出人口 (c)定着人口
(a)-(b)

(d)流入人口 (e)流出人口 (f)定着人口
(d)-(e)

2000 260.4 136.7 123.7 2000 345.8 210.9 134.8
2001 262.2 117.3 144.9 2001 351.2 232.8 118.4
2002 288.8 141.3 147.5 2002 343.8 248.4 95.4
2003 327.4 144.1 183.3 2003 373.9 259.4 114.5
2004 434.3 126.2 308.1 2004 372.0 278.5 93.5
2005 405.1 154.1 251.0 2005 372.3 292.0 80.4
2006 451.7 173.4 278.3 2006 325.6 218.8 106.8
2007 455.0 158.0 297.0 2007 336.6 214.9 121.8
2008 456.0 243.0 213.0 2008 344.5 234.2 110.3
2009 430.0 211.0 219.0 2009 297.1 262.0 35.1

資料：OECD 平均 346.29 245.18 101.1

イギリス 日本
年 年

※ いずれも短期滞在者除く 
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○ 定着外国人増加による効果は、2000 年から行われたイギリスの移民政策の効

果に準じるものとし、その効果と、世界的な人口増加による流入圧力の上昇によ

る効果を検討する。 

 
○ 我が国の 2000～2009 年の平均定着外国人数（101.1 千人）をベースとし、今

後、イギリスと同様に年 6.6％で定着外国人が増加するものと仮定して、我が国

の定着外国人数を推計する。 
   ただし、政府の「新成長戦略」では、外国人受入れに係る施策の目標期間を

2020 年までとしているため、これに合わせ、当該増効果は 2020 年までの設定と

し、それ以降の定着外国人数は据置きとする。 

 
○ 世界人口増加による効果については、国連の人口推計をベースに、世界人口の

2010 年に対する増加率を定着外国人数に乗じる。 

 
○ さらに、我が国における定着外国人推計値の 24.5％が東京都に定着するものと

仮定し、その総数を、総務省「平成 22 年国勢調査人口等基本集計」による区市

町村別の外国人数の比率で按分して、各区市町村の定着外国人数を推計する。 
※ 現在の我が国の外国人労働者数は 68.6 万人であるが、その約 24.5％が東京都で就

業しており、この割合を準用する（厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成

23 年 10 月末現在）」）。 

 
○ 以上により算出された定着外国人数を、総務省「平成 22 年国勢調査人口等基

本集計」による男女別、年齢階層別比率によって按分し、各区市町村の常住人口

（ベース推計）に上乗せする形で将来推計を行う。ただし、いったん東京に定着

した外国人については、都外への移動は考えないものとする。 

 

2000～2009年
定着者数平均値

（OECD資料）

2015、2020年
定着者数

（移民政策の効果）

2015、2020年
定着者数

（移民政策・人口増加の効果）

2025-2100年
定着者数

（人口増加の効果）

2000～2009年の
イギリスの定着人口増加率

（OECD資料）

2010～2100年の推計人口
（国際連合資料）

外国人労働者の
東京居住比率（24.5％）

東京への外国人定着者数
推計値
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年
(t)

移民政策による
定着外国人数

（千人）

対2010年
比率

世界の
推計人口
（百万人）

対2010年
比率

移民政策・
人口増加による
定着外国人数

（千人）

t年

（千人）

(t-4)～t年
累計

（千人）

2010年
以降累計
（千人）

2010 101.1 7,001 101.1 24.8 24.8 24.8
2015 138.9 1.374 7,407 1.058 147.0 36.0 157.6 182.3
2020 190.8 1.887 7,800 1.114 212.6 52.1 228.2 410.6
2025 190.8 1.887 8,164 1.166 222.5 54.5 267.7 678.3
2030 190.8 1.887 8,517 1.216 232.1 56.9 279.6 957.9
2035 190.8 1.887 8,858 1.265 241.4 59.1 291.2 1,249.1
2040 190.8 1.887 9,168 1.309 249.9 61.2 301.9 1,551.0
2045 190.8 1.887 9,451 1.350 257.6 63.1 311.8 1,862.8
2050 190.8 1.887 9,709 1.387 264.6 64.8 320.7 2,183.4
2055 190.8 1.887 9,928 1.418 270.6 66.3 328.5 2,512.0
2060 190.8 1.887 10,104 1.443 275.4 67.5 335.0 2,846.9
2065 190.8 1.887 10,269 1.467 279.9 68.6 340.6 3,187.6
2070 190.8 1.887 10,424 1.489 284.1 69.6 346.0 3,533.5
2075 190.8 1.887 10,544 1.506 287.4 70.4 350.4 3,883.9
2080 190.8 1.887 10,634 1.519 289.8 71.0 353.8 4,237.8
2085 190.8 1.887 10,708 1.530 291.8 71.5 356.5 4,594.3
2090 190.8 1.887 10,783 1.540 293.9 72.0 359.0 4,953.3
2095 190.8 1.887 10,855 1.551 295.8 72.5 361.5 5,314.7
2100 190.8 1.887 10,917 1.559 297.5 72.9 363.7 5,678.4

東京に定着する外国人数（全国の24.5％）

 

 

③最近のイギリスの移民政策の主な動向 

 

  2000 年   労働許可制度見直し（IT、保健医療分野などで、移民規制を 30 年

ぶりに緩和 → 背景：当該分野で技能労働者不足が深刻化） 

  
2002 年   ポイント制に基づく高度技能外国人の積極的受入れ開始 

 
2005 年   「入国管理 5 ヵ年計画」を発表 

         ・国の利益になるような高度人材は積極的に受け入れ、低熟練労

働者は最小限に留める（選択的受入れ） 

         
・移民は 5 段階の技能レベルに分類 

         
・5 段階のうち、第一層と第二層の入国者には従来と同様のポイ

ント制を導入し、5年間の就労後に定住権の申請を可能とする 

          
・第三層以下の低熟練労働者は、査証期限の切れた段階で出国し

なければならないとする帰国担保 

 
2008 年～  新たなポイント制の順次導入 

労

働

党

政

権 

  

 4



 

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 年   保守党・自民党連立（キャメロン）政権誕生 

          公約に「移民流入数を減らす」 

 
移民政策の転換 → 移民を制限する方向へ 

         
2011 年～  高度技能者等へのビザ発給数に上限設定、 要件厳格化など 

図　　移民の５段階分類

第５層（短期滞在者）

第１層
（高度技能者）

第２層（技能労働者）

第３層（低技能労働者）

第４層（学生）

5年後に定住可能

帰国担保

 
 
 

※ 高度人材受入れに係る我が国とイギリスの制度比較については、別紙３参照 

 
※ 我が国のポイント制の概要については、別紙４参照 

 
※ 「アジアヘッドクウォータープロジェクト」については、別紙５参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 
 

イギリスと日本の高度外国人材受入れに係る現制度の比較 
 イギリス 日本 

分類 
第１階層 

（ポイント制採用） 

いわゆる「専門的・技術

的分野」 

具体例 

経済発展に貢献する高

度専門技術を持った人 

（科学者、企業家など）

大学教授、経営者、弁護

士、医師など  

在留期間 3 年（最長 5 年まで） 3 年又は１年 

親の帯同 × × 
（一部例外あり） 

家 事 使 用 人 の

帯同 
○ × 

（一部例外あり） 

配偶者の就労 ○ 
△ 

（許可を受ければ週 28 時

間まで可能） 

永住権 

獲得要件 
5 年以上在留 １０年以上在留 

【参考文献及び資料】 

○ 法務省ホームページ 

○ 厚生労働省「外国人高度人材に関するポイント制導入の際の基準等に関する検討会」提

示資料 

○ 独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国の外国人労働者受入れ制度と実態 2008」 
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将来人口等の推計から読み取れる東京の将来の姿 

 

【シナリオ推計】 

 

■定着外国人増加シナリオ 

 

○ 東京の総人口は、2030 年の 1,397 万人をピークに、緩やかな減少傾向をたどるも

のの、定着外国人増加により一定規模の人口が維持され、2100 年には 1,179 万人と、

ベース推計に比べ、約 470 万人の人口増となる。（図 4-4-1、4-4-3） 

 

○ 外国人比率は、年を追うごとに上昇し、2010 年時点では 2.5％であったものが、

2100 年には約 40％に達する。特に区部では、2100 年時点で、約 47％となる。 

 （図 4-4-2） 

 

○ 生産年齢人口は、2030 年の約 900 万人をピークに徐々に減少していくが、ベース

推計と比較すると一定の生産年齢人口が確保され、2100 年には約 600 万人と、ベー

ス推計の約 1.8 倍の生産年齢人口が確保される。（図 4-4-4） 

 

○ 生産年齢人口比率については、ベース推計よりやや高い数値で推移するが、2100

年時点においても、ベース推計の 46.5％に対し、51.5％程度である。（図 4-4-5） 

 

○ 現在、東京へ転入してくる外国人の多くが区部に転入し、その傾向に基づいて推

計していることから、区部において大きな影響が出る推計結果となっている。 
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